
相続税e・TaX申告をされる税理士の皆さまへ

「利用者識別番号」が不明な場合は
1くナ

^

●財産取得者(キ酔売人等)の利用者識別番号が不明な場合に、「変更等届出書」を送信した税理士に
利用者識別番号の有無等を電話で連絡します。

゛複数人分の利用者識別番号が1件の「変更等届出書」の送信で確認できるようになりました。

(※)相続税をe・TaXで申告される場合のみの手続きです。

利用者識別番号は、①過去に電子申告を行った申告書の控え(所得税や贈与税など)、
②税務署からの郵送物、③e・TaXのマイページなどから確認できます。

財産取得者(キ耶売人等)への確認の際は、財産取得者用のり一フレッ トを
ご活用ください。
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「変更等届出書」をe・TaXで代理送信
し、利用者識別番号の有無等を確認

→バスワードのりセットを併せて
行うか否かで手続きが異なります。

^

「変更等届出書」を財産取得者(相続人等)
の代表者の住所地を管轄する税務署にe・Tax
で代理送信

・才詳しくは裏面(上段)をご覧ください。

、

「相続税e・TaX特設サイト」のご案内

、

相続税e・TaXに関するFAQや、イメージデータで提出可能な添付書類の一覧などは

国税庁ホームページ内の件目続税e・TaX特設サイト」をご覧ください。

^国君貯法人番号7000012050002

しない

「開始届出書」を財産取得者
(相続人等)の住所地の所轄
税務署にe・TaXで代理送信

・才利用者識別番号を

オンラインで即時発行

する

「変更等届出書」をそれぞれの財産取得者
(相続人等)の住所地を管轄する税務署に
e・TaXで代理送信

==詳しくは裏面(下段)をご覧ください。

回吸エマ.4 回

タニεミ.,田 M・
'Ei、、t "'、1左
^、r、+王、..・"'

畠
=

匿

趨

.

.

回
回

欝

j
)

おイ}

'



「変更等届出書」の具体的な入力例・送信先税務署
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①住所・氏名等

利用者識別番号の有無等を確認する財産取得者(相続人等)の
住所・氏名等を入力

・才確認したい者が複数いる場合には、任意の者(例えぱ、配偶者など)を代表

者として①に入力

②参考事項
「相続税申告の委任有」、「税理士への連絡希望」及び

「pWりセツト不要」と入力

利用者識別番号の有無等を確認したい者が複数いる場合は、①で入力^

した代表者以外の者の「住所・氏名・生年月日」を入力すれぱ代表者の

変更等届出書の送信で一度に確認できます。

「電子証明書の更新等」を選択
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③税理士等

②参考事項
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代表者(①に入力した財産取得者)以外で、

利用者識別番号を確認したい財産取得者(相続

人等)の「住所・氏名・生年月日」を入力

.

}」

,

1 ト」

/. 肌亀.厘阜で

",!真轟"ユ

、、1三

イ詐ル

パスワードをりセツトγ子場合
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③税理士等

代理送信をする税理士等の氏名・電話番号を入力

④送信先

①で入力した者の住所地の所轄税務署を選択(入力)

.後日、税務署(又は業務センター)から、③に入力した税理土等の

皆様あてに利用者識牙1番号の有無等を電話連絡します。

※財産取得者(相続人等)へは、利用者識別番号が記載された

通知書は通知優β送)されません。

●また、利用者識呂"番号がない(又は廃止している)場合は、その旨を

税理士等の皆様あてに電話連絡しますので、「e・TaXの開始届出書」

を別途e・TaXにより代理送信してください。
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「暗証番号等の再発行」を選択

①住所・氏名等

利用者識別番号の有無等を確認する財産取得者(相続人等)の

住所・氏名等を入力

・才確認したい者が複数いる場合には、その者ごとに作成・送信

②参考事項

「相続税申告の委任有」及び「税理士への連絡希望」と入力

③税理士等

代理送信をする税理士等の氏名・電話番号を入力

④送信先

①で入力した者の住所地の所轄税務署を選択(入力)

.後日、税務署(又は業務センター)から、③に入力した税理士等の

皆様あてに利用者識別番号の有無等を電話連絡します。

●なお、財産取得者(相続人等)へは、既存の利用者識別番号と

イ反ノ(スワードが記載された通矢口書を通知優3送)します。

.また、利用者識呂,番号がない(又{よ廃止している)場合は、その旨を

税理士等の皆様あてに電話連絡しますので、 re・TaXの開始届出書」

を別途e・TaXにより代理送信してください。゛
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e・TaXソフト又は民間ソフト(国税庁の仕様公開に基づき作成されたもの)を使用して代理送信してください。

「e・TaXの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から代理送信された場合は対象外です。
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